
様式第２号(事業別概要) No．25　　　　

）

(単位：千円)

＜事業に関する説明＞

 付金を１２地区の連合協議会に対し交付する。(設立予定含む)

 ・自治会・町内会・区長等を対象とした会議を年２回開催する。

   

   

 域が多いため、昨年同様、情報提供をはじめとした自治会・町内会・  いるが、今年度においても、引き続き情報提供の方法や受付体制を  

 区等への支援が必要。  検討していく。  

   

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

 ・平成１８年度から実施されている業務委託契約並びに自治振興交  ・業務委託契約並びに自治振興交付金等の事務手続きの流れが遅滞  

 付金事業等の定着を図るためには、自治会長等が単年度で代わる地  無く進むよう、情報の提供方法や受付体制等を適宜見直しを行って  

 ・自治会・町内会・区等用掲示板の整備、回覧板の作成を行う。  ・地域コミュニティにおける活動の活性化を促進するため、自治会・

 ・自治会・町内会・区等２５１団体と行政関係事務連絡等業務委託  町内会等連合協議会の活動に対し支援を行う。

 囲な地域コミュニティの課題への取り組みを図ることが期待できる。

 契約を締結し、事業を実施する。   

 ・自治会・町内会・区等の公益的活動などを支援するため、自治会  ・行政文書の回覧、各種委員の推薦等、行政からの依頼事項が的確  ・自治会・町内会・区等の活動を支援することで、行政からの依頼

 等自治振興交付金を２５１団体に、自治会・町内会等連合協議会交  に実施されるとともに、市民協働に不可欠な住民自治活動の充実が  事務が的確に実施できるだけでなく、住民自治活動の充実が図れる。

 図れるよう、情報提供も含めた必要な支援を自治会・町内会・区等に

 対し行なう。

 ・自治会・町内会等連合協議会の活動を支援することで、より広範

 自治会等自治振興交付金交付規則

（事業の説明） （事業の目的） （事業の効果）

 町内会・自治会・区の代表者で構成される組織が行う活動に対して、活動費の
助成を行います。また、自治活動の促進に資する各種情報の提供を行います。

29,332 29,332 32,612 30,330 30,330 

 ・自治会、町内会、区に対して市の業務の説明会、掲示板、回覧板の配布等を
実施します。自治会町内会が行政とのかかわりで行う事業について・自治会、町
内会、区が実施するコミュニティの維持・形成に関する事業等については、自治
振興交付金として助成します。
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（実施計画における事業の概要） 施　　策  まちづくりの推進に向けて／市民協働によるまちづくり／自治会・町内会が行う住民自治のための活動を支援します。

 【町内会、自治会等地縁団体の活動支援に関する業務】 施策体系ｺｰﾄﾞ 06-02-01-40-20 事業番号 55-1

総事業費 151,936千円 事業期間 平成18年度～平成22年度

年度別事業費
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

 【町内会・自治会相互交流支援に関する業務】

（事業実施に関する根拠法令）

決 定 額 決　　定

 14．地域振興費 担当課･係  自治人権推進課 （執行課： 自治人権推進課

29,336 

(歳　入) (歳　出) 財源内訳

要 求 額 0 29,336 要　　求

平成２１年度　一般会計 予算見積 事業別概要書（当初）
款   2．総務費                                  事 業 名   1．地域自治振興事務費

一般財源

項   1．総務管理費                              細事業名   2．地域自治活動推進事業費

予算分析 臨時経費 継続事業 単独事業
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